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2016年度

基幹相談支援センターの機能
の確立

運用体制の確立 - 体制の確立 2014年度

計画相談支援に基づく福祉
サービスの提供

・計画相談支援利用契
約総件数
・民間特定相談支援事
業所数（町田市内）

・228件（町田
市104件、民
間124件）
・4事業所

・950件(町田
市200件、民
間750件）
・15事業所

課　名 地域福祉部　障がい福祉課

Ⅰ．　組織の使命

サービス提供事業所や医療機関と連携して、障がいのある方およびそのご家族に障がい福祉に関わる
サービスをご案内し、必要とするサービスを利用していただくことによって、経済的負担・介護負担を軽
減し、生活の質を維持・向上させることを支援します。
また、困りごとを相談しやすい体制を整えることで、障がい福祉サービス等を利用して不自由なく地域生
活を送れるよう支援します。

Ⅱ．　課題設定

マネジメント課題

重点課題

内 容 指 標 現状値 目標値 達成時期

業務再編方
針の決定

運用の継続 2014年度

2014年度

目標値

2016年度

2014年度

2014年度

2014年度

達成時期

進捗状況の管理・共有化 進捗管理表の運用 -

業務体制の再編整備 業務再編の検討 -

一般就労した障がいの
ある人の数

272人（過去5
年間の就労
者数）

毎年度60人

内 容 指 標 現状値

策定

障害者就労施設等からの物品
等の調達の推進

・優先調達推進検討委
員会の開催
・調達方針と目標値の
策定

-

・委員会開催
・調達方針及
び目標値の
策定完了

医療的ケアを必要とする重度
障がい者の施設整備

医療的ケアを必要とす
る重度障がい者の通
所施設定員

45人 70人

自立のための就労などの支援

町田市障がい福祉事業計画
（第4期）の策定

計画の策定 -
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重6
障害者就労施設等から
の物品等の調達の推進

障害者優先調達法に基づく、障害者
就労施設等からの物品等の調達を推
進します。

・優先調達推
進検討委員
会の開催
・調達方針と
目標値の策
定

・委員会開催
・方針及び目
標値の策定
完了

計画の策定 策定

Ⅲ．　実行計画（年度目標）

業務再編方
針の決定

指標 目標値

重1
医療的ケアを必要とする
重度障がい者のための
施設整備

順位 取り組み項目

医療的ケアを必要とする重度障がい
者の通所施設の受入可能人員不足
に対応するため、2016年度内の開所
に向け、施設整備を支援します。

事業計画の
作成完了

作成完了

具体的な活動内容

一般就労者
数60人

重3
基幹相談支援センターの
機能の確立

相談支援事業者の有機的な連携体
制を確立し、課題等を共有する事によ
り、障がいのある人への相談の質の
向上を図ります。

運用体制の
確立

体制の確立

重2
自立のための就労など
の支援

・障がいのある人の就労と、その後の
定着支援を促進します。
・町田市障がい者施策推進協議会の
就労生活支援部会を開催し、ハロー
ワーク等の障がい者雇用関連機関と
の連携化を推進します。

一般就労した
障がいのある
人の数

・430件（町田
130民間300）
・9事業所

マ1 進捗状況の管理・共有化

各係において作成されている進捗管
理表について、適宜修正や見直しを
行いながら運用し、課内・係内での情
報共有体制を維持、向上させます。

各係の進捗
管理表の運
用

運用の継続

重4
計画相談支援に基づく福
祉サービスの提供

マ2 業務体制の再編整備

障害者総合支援法の改正等による業
務の増加に伴い、事業を精査し業務
再編の検討及び方針の決定等を行い
ます。

業務再編の
検討

・特定相談支援事業所による計画相
談支援利用契約を推進します。
・民間特定相談支援事業所を育成し
ます。

・特定相談支
援事業所（町
田市、民間）
による計画相
談支援利用
契約件数
・民間特定相
談支援事業
所数

重5
町田市障がい福祉事業
計画（第4期）の策定

町田市障がい福祉事業計画（第4期）
を策定します。
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